
事 案 調 書 （□経営会議  □経営調整会議  ■局経営会議） 

開 催 日 時 ：平成２０年１１月１４日（金） 午前・午後９：００ ～ １０：００ 
事案担当課 ：産業振興課 （内線 ２７２９） 

件 名 
相模原市中小企業融資制度の見直しについて 

（１）信用保証料補助金と利子補給金の見直しについて 
□新規 

■拡充 
充実 

政策名 中小企業の育成 総合計画の位置付け 
■有 □無 施策名 経営安定化と経営革新の支援 

条例等制定・改廃 
■有 □無 

条例名等 
相模原市中小企業融資規則 

相模原市中小企業融資利子補給規則 

相模原市信用保証料補助規程 

情報システム関連 
■有 □無 

提 案 

理 由 

（背景及び必要性等） 
 市の中小企業融資制度は、平成１８年度から急激に利用が増加しており、この先数年間はこの傾向

が続くものと思われる。 

そのため、利用者サービスを低下させることなく、公平で効率的な制度への見直しを行う必要が生

じている。 

概 要 信用保証料補助金を廃止し、利子補給率の引き上げを行うもの。 

事
案
の
具
体
的
内
容 

 
１ 現 状 

  市では、市内中小企業の健全な発展及び振興を図ることを目的として、事業活動に必要な資金の融資

を金融機関と協調して行っている。制度の運用に当たっては、利用者へは信用保証料補助、金融機関へ

は預託と利子補給を行うことにより、利用の促進と負担の軽減を図っている。 
  利用実績の伸び 

 件 数 融資金額 伸率 
平成１９年度 １，４７６ １３，５１６百万円 １５７％

平成１４年度   ７１９  ５，２５９百万円  
 
２ 課 題 

  政令指定都市への移行を控え、より一層の産業集積を目指す本市においては、ますます増大する資金

需用に柔軟に対応し、より多くの事業者が利用できる融資制度への見直しが必要である。 
また、融資事務も融資件数に合わせて増大するため、これまでも非常勤職員の活用や融資事務の一部

委託などを行い負担軽減を図ってきたが、より効率的な制度運営が求められている。 
 
３ 信用保証料補助金と利子補給金の比較 

 信用保証料補助金 利子補給金 
支給対象 制度利用者 金融機関 
支出回数 原則１回 年４回 

補助率 
７０％以内 
（限度額：１５万円、２０万円、なし）

２５％～７７％（一部、対象外） 

メリット 

・信用保証料は、融資実行時に一括払い

するため、資金繰りが苦しい時期の負

担軽減に役立つ。 
・市が事業者に直接支払うため、利用者

にとって、見えやすい制度になってい

る。 

・月々の金利負担が軽減される。 
・金利操作が容易で、景気変動に即した

対応ができる。 
・金融機関へ支払うため、融資実行件数

に大きな変動があっても振込先数が

一定に保たれる。 
（振込先６７支店） 

デメリット 

・融資を期日前に完済した場合は、補助

金の還付が必要となるが、法的拘束力

がないため還付に応じないケースも

あり、回収に苦慮している。 
（収納未済１６件、１，２０３千円）

・融資１件に対し、１件の補助金となる

ため、財務事務に多くの時間が費やさ

れる。（年間１，４００件） 

特になし 

 

（様式２）



 

 
４ 信用保証料に対する国の考え方 

  国においては、信用保証制度の利用を促進するため、平成１８年４月から保証料率の弾力化を図り、

これまで一律だった保証料率を経営状況に応じて９段階に細分化した。現在の一般保証の保証料率は０．

４５％～１．９０％であり、貸出リスクの高い利用者には高負担を求めている。 
 
５ 見直しの内容 

市の信用保証料補助金は、保証料率を考慮せずに一律７０％支払われるため、特定の事業者に多くの

補助金が支払われている。この補助金を利子補給金に振り分ければ、同じ予算規模であってもより多く

の事業者が低利で融資が受けられることとなるため、次のとおり見直すこととする。 

① 信用保証料補助金を廃止する。 
② 利用者の負担が増大しないよう補給利率の上乗せを行う。 

財源は廃止する信用保証料補助金から充当し、新たな補給利率については、標準的な保証料率で算

定した金額を配慮する。 
 
【見直し後の補給利率】 

変更前 変更後 

  資金名 融資利率 利用者 

負担利率

市負担

利率（A）

利用者 

負担利率 

市負担

利率（B）

市負担利率

上乗せ分 

（B-A） 

中小企業振興資金 2.4%以内 2.4%以内 - 2.2%以内 0.2% 0.2％ 

同 (1 年以内） 1.9%以内 1.9%以内 - 1.7%以内 0.2% 0.2％ 

通
常
融
資 小企業小口資金 2.4%以内 1.4%以内 1.0% 0.9%以内 1.5% 0.5％ 

環境整備支援資金 2.4%以内 1.8%以内 0.6% 1.6%以内 0.8% 0.2％ 特融 

別資 体質強化支援資金 2.4%以内 1.8%以内 0.6% 1.6%以内 0.8% 0.2％ 

景気対策特別資金 2.2%以内 1.1%以内 1.1% 0.6%以内 1.6% 0.5％ 

景気対策特別小口資金 2.2%以内 0.5%以内 1.7% 0.2%以内 2.0% 0.3％ 

倒産関連防止資金 2.2%以内 1.1%以内 1.1% 0.4%以内 1.8% 0.7％ 

小企業特別資金 2.2%以内 1.1%以内 1.1% 0.7%以内 1.5% 0.4％ 

景
気
対
策
特
別
融
資 資金繰り円滑化借換資金 2.4%以内 2.4%以内 - 2.2%以内 0.2% 0.2％ 

 

創業支援融資補助制度※ 2.3%以内
0.55% 

以内 
1.75% 0.3%以内 2.0% 0.25％ 

※市では、「これから創業する方」又は「商業して 1 年未満の方」を金融面から支援するため、県の「創

業支援融資」利用者に対し、融資利率及び信用保証料の一部を補助している。 

事
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

平成２０年 ４月 １日 信用保証料補助金の廃止、利子補給率の改定 



経
費
・
事
業
対
象
そ
の
他 

 
（１）直接経費（補助金） 

○削減効果額 

平成２１年度（単年度）                              （千円） 

 
平成20年度 

予算現額 

平成20年度

決算見込額

平成21年度 

(制度変更前）

Ａ 

平成21年度 

(制度変更後） 

Ｂ 

平成21年度 

削減効果額 

Ｂ-Ａ 

利子補給金 210,778 257,000 257,000 297,000 40,000

信用保証料補助金 200,976 214,000 214,000 0 △214,000

合 計 411,754 471,000 471,000 297,000 △174,000

※平成２１年度（制度変更前）は、平成２０年度決算見込みと同額。 

利子補給５年間分との対比                                （千円） 

補給年度 
実行年度 合計 

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

利子補給（上乗せ分） 436,000 40,000 71,000 95,000 111,000 119,000

信用保証料補助 △1,070,000 △214,000 △214,000 △214,000 △214,000 △214,000

削減効果額 △634,000 △174,000 △143,000 △119,000 △103,000 △95,000

  ※融資は５年償還で計算 
（２）間接経費（人件費） 

○信用保証料補助金支出にかかる事務手続き廃止に伴う削減効果額 

平成２１年度(２７６時間削減)              １，１００千円 

※５年間（平成２１年度～２５年度）累計  ５，５００千円 

○信用保証料補助金返還にかかる事務手続き廃止に伴う削減効果額 

平成２７年度以降 １４６時間削減  ６００千円 

※既補助分があるため、保証料補助制度廃止後も最大７年間は返還事務を行う。 
 

事
業
実
施
に
あ
た
っ
て
の
課
題 

・中小企業者の実態を踏まえた、公平かつ多くの事業者が利用できる制度の構築 

・信用保証協会や金融機関との調整 

検
討
経
過 

平成２０年 ８月    環境経済局 取り組み方針に掲載 

平成２０年１１月 ７日 主管会議 

〔□経営調整会議 ■主管会議での主な意見〕 

 

・保証料補助は借り手にとっては、有効な部分もあるのではないか。 

⇒保証料は保険金のようなものなので、自己責任の範疇であると考えている。その分は金利の補助に回し、

月々の返済の負担を減らすようにしたい。 

・金利ゼロの資金を設定する考えは。 

⇒融資という性格上、借りる側にも一定のモラルを持っていただきたいという意味で、たとえわずかでも金

利の負担はお願いしたい。 

経
営
調
整
会
議
・
主
管
会
議
で
の
主
な
意
見
・
結
果 

［□経営調整会議の結果］ 

［■主 管 会 議 の 結 果         ］ 
原案を一部修正して、局経営会議に付議する。 



 



事 案 調 書 （□経営会議  □経営調整会議  ■局経営会議） 

開 催 日 時 ：平成２０年１１月１４日（月） 午前・午後９：００ ～ １０：００ 

事案担当課 ：産業振興課        （内線 ２７２９） 

件 名 
相模原市中小企業融資制度の見直しについて 

（２）地球温暖化防止支援資金の創設について 
□新規 

■拡充 
充実 

政策名 中小企業の育成 
施策名 経営安定化と経営革新の支援 
政策名 地球環境の保全に向けた取り組み 

総合計画の位置付け 
■有 □無 

施策名 環境負荷の低減を進めるしくみづくり 

条例等制定・改廃 
■有 □無 

条例名等 
相模原市中小企業融資規則 
相模原市中小企業融資利子補給規則 

情報システム関連 
■有 □無 

提 案 

理 由 

（背景及び必要性等） 
地球温暖化防止に向けた中小企業者の取り組みを促進するため、行政としても何らかの支援を

行う必要が生じている。 

概 要 地球温暖化防止を目的とした新たな資金メニューを創設するもの。 

事
案
の
具
体
的
内
容 

 
１ 趣 旨 

  「人・自然・産業が共生する 活力あるさがみはら」を新たな都市像に掲げる本市にとって、低炭素

社会の実現は重要なテーマであり、そのためには、中小企業者の取り組みを促進することが求められて

いるが、中小企業者にとって新エネルギー等の導入は、大きな投資であり、行政の支援が望まれるとこ

ろである。 

市は、これまで特別融資制度を設け、公害防止や新製品開発などについて金融面での支援を行ってき

たが、この特別融資の中に新たな資金メニューとして地球温暖化防止支援資金を新設し、中小企業者の

支援を図っていく。 
 

２ 資金の内容 

資金名 地球温暖化防止支援資金 

融資種別 特別融資 

対象者 

次のいずれかに該当する中小企業者及び協同組合等 
（１）省エネルギー設備等を導入する者 
   例）省エネタイプの機械・設備への切替など 
（２）新エネルギー設備等を導入する者 
   例）太陽光発電設備の導入、電気自動車の購入など 
（３）その他市長が地球温暖化防止に有効と認める設備等を導入する者 
   例）屋上緑化、壁面緑化など 

資金使途 設備資金（設備導入関連経費を含む。） 

融資限度額 ３，０００万円 

保証制度 限定なし 

融資利率 ２．４％以内（利用者負担利率０．４％以内、市負担利率２．０％） 

返済期間 ７年以内（据え置き１年以内） 

申込先 取扱金融機関（確認書申請は産業振興財団） 

審査方法 事業計画書をエネルギー管理士が確認 

実績報告 資金使途を確認するため実績報告書を徴する。 

備考 新エネルギー等に関する製品開発については、体質強化支援資金で対応する。

 

３ 類似する資金の導入状況 

東京都（融資限度額：１億円、融資利率１．９７％～３．３４％以内） 

神奈川県（融資限度額：８，０００万円、融資利率２．３％以内） 

（様式２）



事
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

平成２１年４月  地球温暖化防止支援資金の創設 

経
費
・
事
業
対
象
そ
の
他 

・実績想定 

 ５００万円規模 １０件 

・平成２１年度当初予算額 

 預託金･･･１，４００万円 

 利子補給金･･･４５万円（運営費等補助金） 

 委託料･･･１０万円（産業振興財団へ委託） 

事
業
実
施
に
あ
た
っ
て
の
課
題 

 

検
討
経
過 

平成２０年８月 環境経済局 取り組み方針に掲載 

〔主管会議での主な意見〕 

 

・限度額３，０００万円で対応は可能か。 

⇒ある金融機関のアンケートで３，０００万円あれば、全体の７３％がカバーできるという結果を受けて設

定した。 

・運転資金はどのようなものを想定しているのか。 

⇒導入機器の使用方法の研修や施設導入のアドバイザー経費などを考えている。運転資金の使途があいまい

にならないよう要領などでしっかりと定めていく。 

・省エネ効果については、検証するのか。 

⇒中小企業に削減効果を算出させるのは困難であるが、資金の使途については何らかの方法で確認したい。

経
営
調
整
会
議
・
主
管
会
議
で
の
主
な
意
見
・
結
果 

［□経営調整会議の結果］ 

［■主 管 会 議 の 結 果         ］ 
原案を局経営会議へ付議する。 
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